
（新設） （移設） （廃止）

①

②
廃止後に利用するごみ

ステーションの選定を行う

③
公有地の場合　※２、※３

（注: エコクリーンピアはりまへ
電話連絡後、ご来庁下さい）

私有地等の場合
(注: 土地の所有者と協議下さい)

④
　土木総務課担当者が現場確認
　※４

⑤ 選定の完了

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

　 ※５　 エコクリーンピアはりまが収集に支障がないか周辺状況を確認します。

エコクリーンピアはりまへ電話連絡後、ご来庁下さい

収集に支障がある場合は指導を行います
支障が無い場合は申請書等の必要書類をお渡しします

エコクリーンピアはりま担当者が現場確認　※５

ごみステーション新設・移設・廃止フロー

申請地（候補地）の確定

候補地の選定を行う　※１

個人ではなく自治会等の単位で協議を行って下さい

　 ※１　 ごみステーションの候補地は、高砂市ごみステーション設置及び維持管理に関する
　　　　　指導要綱に準じて選定を行って下さい。

　 ※２　 やむを得ず、水路に設置する場合は水利組合の承諾を得て下さい。
　 　　　（法定外公共物使用許可申請）

　 ※３　 申請窓口はエコクリーンピアはりまとなります。エコクリーンピアはりまから
　　　　　土木総務課へ現場確認を依頼します。（チェックシート使用）

　 ※４　 エコクリーンピアはりまから土木総務課へチェックシートの合議により、
　　　　　土木総務課で現場確認を行います。

自治会長、隣接者、対象者の承諾又は同意

必要書類をエコクリーンピアはりまへご提出下さい
書類の受理後、収集開始又は廃止日の調整を行います

収集の開始又は廃止が完了となります


